
平成２６年５月 

門司税関業務部 

 

関 係 各 位 

 

 

福岡地区における認定通関業者に係る申告官署の選択制の導入について 

 

平素より税関行政に対し、御理解・御協力を賜り、御礼申し上げます。 

今般、福岡地区における航空貨物に係る通関手続の一層の円滑化を図る等の観点から、

下記のとおり博多税関支署及び福岡空港税関支署を対象官署として、認定通関業者に係

る申告官署の選択制（以下「選択制」という。）を導入することとしたので、お知らせ

します。 

なお、御不明な点があれば、問合せ先まで御照会願います。 

 

記 

 

１ 選択制の概要 

（１）選択制の概要 

認定通関業者については、希望により、博多税関支署及び福岡空港税関支署（以

下「対象官署」という。）のいずれかを申告官署として選択し、その旨を税関に申

し出ることで、対象官署内の管轄区域に蔵置されている航空貨物に係る輸出入申告

等及び関係書類の提出を選択した官署に対して行うことを認めるものです。 

（２）対象貨物 

対象官署の管轄区域内に蔵置されている航空貨物（輸出入・港湾関連情報処理シ

ステムを利用して貨物管理されている貨物であって、航空の貨物情報を有している

貨物に限る。） 

ただし、ワシントン条約対象の輸入貨物は選択制の対象外です。 

（３）対象手続 

輸出申告及び輸入（納税）申告並びにこれらに類する手続 

例えば、以下の手続が対象となります。 

・輸入許可前貨物引取り承認申請 

・蔵入承認申請・移入承認申請等 

・特定輸出申告・特例申告 

・予備申告 

（４）実施時期 

平成２６年７月１日（火）から実施 

~ 1 ~ 
 



２ 選択制の利用開始等に係る取扱い 

（１）申告官署の選択に係る申出は、認定通関業者の営業所ごとに、「申告官署の選択

の申出書（新規・変更・取止）」（別紙様式１）を、門司税関業務部通関総括第１部

門又は対象官署の通関総括部門へ提出してください。 

なお、申出書の提出期限は、本年６月１１日（水）まで とします。 

（２）来年以降、選択制の利用を希望する認定通関業者については、原則として、毎年

３月に申告官署の選択の申出を行うことにより、その年の７月から選択制を利用す

ることができます。 

（３）選択制の利用開始に当たっては、「申告官署の指定通知書」を交付します。 

（４）選択制の利用を開始した営業所にあっては、当初申出内容に変更（取止）がない

場合、翌年以降、改めて申出を行う必要はありません。 

 

問合せ先 

門司税関業務部通関総括第１部門 

ＴＥＬ ０５０－３５３０－８３６７ 
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（別紙様式１） 

申出番号 

平成  年  月  日 

申告官署の選択の申出書（新規・変更・取止） 

税 関 長 殿 

申 請 者 

住  所

氏名又は名称 印 

下記営業所について、申告官署の選択の申出（新規・変更・取止）を行います。 

記 

営業所名

所 在 地

責任者氏名

担当者名

電話番号

１．認定番号及び認定税関 

認定番号 

認定税関 

２． 営業所の利用者コード 

３．申告希望官署 

（注）１．「営業所の利用者コード」欄は、１の営業所で利用者コードを複数取得している場合には、全ての利用者コ

ードを記載してください。 

２．「申告希望官署」欄は、申告官署として選択したい官署の「選択欄」に「○」を記載してください。 

①  ② 

③  ④ 

官 署 名 官署コード 選択欄 




